
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
殆
ん
ど
の
文
学
史
に
於
い
て、
明
治
に
入
っ
て
か

ら
の
所
謂
「
戯
作」
は、
逍
遥・
ニ
葉
亭
に
よ
っ
て
「
近
代
文
学」
の
黎
明

が
告
げ
ら
れ
る
迄
の
過
渡
的
存
在
か
或
い
は
前
時
代
の
残
喘
と
い
う
低
い
位

匠
し
か
与
え
ら
れ
な
い。
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合、
「
末
期
戯
作」
と
し
て

二
束
三
文
で
処
理
さ
れ、
多
く
を
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い。

本
稿
で
取
上
げ
る
「

料5
栗
原
百

＾釦芦j
は、
正
に
そ
の
「
末
期
戯
作」

の、
就
中
「
末
期」
に
位
囚
す
る
作
品
で
あ
る。
本
書
は
、
上
巻
が
明
治

十
六
年
十
二
月
二
十
八
日、

下
巻
が
翌
翌）一
月
に
刊
行
さ
れ
て
い
る。
版
元

は
菱
花
堂、
活
字
和
装

中本
型
の
所
謂
東
京
式
合
巻
で
あ
る。
題
筏
は
「
琴叩

栗
原
百
介
伝」
、
内
題
は
「
砥
5
栗
原
百
介
の
伝」
で、
柱
題
に
「

琴四
栗

原
百
介
の
伝
上
篇」
「
同
下
篇」
と
あ
る。
作
者
古
川
魁
曹
子、
緬
集
者
高

村
蕩一
郎、
画
工
芳
年、
種
貞、
彫
工
山
本
の
署
名
が
見
え
る。
本
文
上
巻

四
十
四
丁、
下
巻
五
十
四
丁。
「
国
立
国
会
図
書
館
蔵
明
治
期
刊
行
図
苔
目

録」
に
拠
れ
ば、
翌
十
八
年
四
月
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
（
菱
花
堂）
、
さ

は
じ

め
に

「
末
期
戯
作
」

|
『

は
栗
原
百
介
伝
』

に
つ
い
て
の

を

読
む

考
察

ら
に
同
二
十
年
十
二
月
（
精
文
堂）
、
同
二
十一
年
八
月
（
市
111
か
め
刊）

と
版
が
重
ね
ら
れ
た。
ま
た、
同
三
十一
年
三
月
に
は
招
林
百
燕
の
講
絞
速

記
が
萩
原
朗
月
堂
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る。

古
川
魁
曾
子
は、
本
名
精ー
。
古
江
山
人
・
鬼
斗
生
（
子）
•
竹
の
屋
岱

等
の
別
号
を
持
ち、
幕
府
旗
本
の
士
古
川
吉
左
衛
門
の
長
子
と
し
て
安
政
元

（一
八
五
四）
年
に
生
ま
れ
た。
明
治
八
年
魁
新
聞
に
入
社、
翌
年

東京
絵

入
新
聞
に
転
じ、
大
阪
此
花
新
聞、
神
戸
又
新
日
報
に
も
関
係
し
た。
明
治

三
十
年
代
に
実
業
界
に
転
じ
た
が、
再
び
筆
を
執
り
同
四
十一
年
八
月
二
十

日
に
五
十
五
歳
で
歿
し
て
い
る。
二
世
春
水
染
崎
延
房
を
師
と
し
て
人
情
本

風
な
作
を
得
意
と
し、
ま
た
岡
本
起
泉・
饗
庭
箪
村
と、
当
時
の
・
三
才
子

と
並
び
称
さ
れ
た
と
い
う。
代
表
作
に
「
花
荻
胡
蝶
廼
彩
色」
（
明
18
.
5

（注
3)

殷
々
堂）
、
「
遠
山
黛」
「
み
だ
れ
萩」
r
深
見
草」
等
が
あ
る。

「

緑
栗
原
百

企詞i
（
以
下
r
百
介
伝」
と
略
記
す
ろ）
は、
文
政
五

（一
八
ニ―一）
年
に
起
こ
っ
た
農
民一
揆
に
取
材
し
た、
所
謂
「
お
家
騒

動
物」
で
あ
る。
と
こ
ろ
が
r
百
介
伝」
に
描
か
れ
た
騒
動
は、

多く
の

云〈

録」
と
称
す
る
歴
史
に
材
を
採
っ
た
小
説
が
そ
う
で
あ
ろ
よ
う
に、
堅
実
に

石

上

敏
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本
掛
は、

東
京
絵
入
新
聞
に
八
十
六
回
に
亘
っ
て
迎
載
さ
れ
た
所
謂
「
続

（
注
5)

き
物」
を、
上
巻
十
三
回、

下
巻
十
五
回
の
計
二
十
八
回
に
章
立
て
て
絹
渠

し
た
も
の
で、
単
行
本
に
於
て
も
各
回
が
独
立
し
た
「
続
き
物」
の
体
裁
を

（
注
6)

取
っ
て
い
る。
序
文
に
言
う
「
本
務
の
余
暇
の
取
筆
ゆ
え
時
好
に
後
れ
ん
事

を
畏
れ
て
其
編
集
は
同
子
（
注
・
高
村
源一
郎）
に
托
し」
と
い
う
編
集
形

煎
が、
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が、
上
巻
末
の
附

（
注
7)

言
や
誤
植
の
数、
「
与
吉
↓
利
吉」
「
安
藤
林
兵
衛
↓
斎
藤
林
兵
衛」
等
の

人
名
を
始
め
と
し
た
内
容
の
餡
顧
等
を
見
る
に、
編
集
に
黄
さ
れ
た
時
間
は

少
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。

さ
て、
本
稿
の
性
質
上、

「
百
介
伝」
の
全
体
像
を
把
握
し
て
も
ら
う
目

的
で、

以
下
に
『
百
介
伝」
の
粗
筋
を
紹
介
し
た
い。
（

①ア心吝i、

第一

回
か
ら
第
二
八
回
ま
で
を
示
す
9

①
丹
後
国
興
謝
郡
宮
津
城
主
松
平
伯
者
守
に
家
老
と
し
て
仕
え
る
栗
原
理

ヽ

「
栗
原
百
介
伝」

に
つ
い
て

史
実
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い。
換
骨

套胎
さ
れ
測
色
さ
れ、

史
実
と
は

か
な
り
異
っ
た
趣
を
示
す。

本
稿
で
は、
こ
の
実
録
物
に
注
目
し、

史
実
と
虚
構
と
の
比
較
検
討
に
よ

り
作
者
古
川
魁
哲
の
「
意
識」
と
「
万
法」
を
通
し
て、

新
文
学
の
拾
頭
を

目
前
に
控
え
た
明
治
十
六
年
当
時
の、
「
末
期
戯
作」
の
ひ
と
つ
の
在
り
方

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い。

右
衛
門
の
妹
お
貞
は、
若
州
小
浜
城
主
酒
井
侯
の
家
臣
岡
見
左
膳
に
嫁
ぎ、

主
馬
之
介
を
儲
け
る
が、
左
膳
は
程
な
く
世
を
去
り
母
子
は
実
家
へ
戻
り、

理
右
衛
門
の
実
子
権
兵
御
に
文
武
共
に
勝
る
主
馬
之
介
は、
若
君
大
隅
公
の

目
に
と
ま
り
側
近
に
召
さ
れ
る。

②
主
馬
之
介
改
め
辰
五
郎
は
栗
原
家
の
家
督
を
命
ぜ
ら
れ
て
理
右
衛
門
を

名
乗
り、
因
州
家
長
臣
水
野
の
娘
お
牧
と
の
間
に
百
介
を
儲
け
る。
百
介
は

落
内
屈
指
の
武
術
の
実
力
を
認
め
ら
れ
て、

伯
州
公
を
襲
っ
た
若
君
と
共
に

十
六
の
歳
に
江
戸
へ
上
っ
た。

③
百
介
は、
盗
賊
迎
を
退
治
し
た
り
狸
の
化

物
と
格
闘
し
た
り
の
活
躍
を
す
る
が、

④
息
子
の
身
を
案
じ
た
父
理
右
衛
門

に
呼
び
戻
さ
れ、
お
八
重
と
の
縁
談
が
組
ま
れ
る。
親
の
真
意
を
悟
っ
た
百

介
は、
忠
勤
に
励
み
中
老
職
に
昇
進
し
た。

⑤
と
こ
ろ
が、
先
代
の
病
没
を
期
に
二
三
の
臣
下
が
奸
策
を
回
ら
し
始
め

た。
奸
臣
に
取
り
入
ら
れ
謳
奢
を
極
め
る
若
君
の
入
国
を
待
構
え
て
諫
め
る

理
右
衛
門
は
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ、
農
民
か
ら
の
取
立
て
は
日
を
追
っ
て
苛
酷

さ
を
増
す
の
で
あ
っ
た。

⑥
赦
さ
れ
て
家
老
に
進
ん
だ
理
右
衛
門
だ
が、
つ

い
に
大
挙
し
て
城
下
へ
押
し
か
け
た
農
民
達
を
日
頃
の
信
頼
に
よ
っ
て
押
し

留
め
た
事
件
を
契
機
と
し
て、

父
子
共
々
投
獄
さ
れ
て
し
ま
う。
一
揆
を
仕

組
ん
だ
の
は
謹
慎
中
の
理
右
衛
門
で
あ
り、
あ
れ
程
容
易
に
引
き
返
さ
せ
た

こ
と
が
証
拠
で
あ
る
と
巧
み
に
君
公
に
言
い
寄
る
奸
臣
の
中
に
は、

嫡
子
の

座
を
追
わ
れ
た
OO
川
権
兵
衛
の
姿
が
あ
っ
た。

⑦
血
気
盛
ん
な
百
介
は、
慇

意
の
牢
番・
義
平
の
助
力
で
雪
中
を
脱
獄
し、

母
と
要
子
に
今
生
の
別
れ
を

告
げ、

事
の
次
第
を
奏
上
す
ぺ
く
江
戸
を
指
し
た。

®
小
舟
の
転
覆
で
九
死
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一
生
の
百
介
は、
理
右
衛
門
が
世
話
に
な
っ
た
大
島
村
の
名
主
・
仁
助
に
匿

わ
れ
半
年
余
り
を
山
小
屋
で
過
と
す
が、

⑨
仁
助
の
娘
お
信
の
願
い
で
町
に

下
り、
叶
わ
ぬ
恋
に
心

中を
計
る
お
信
と
与
吉
を
助
け
る。

⑩一
方、
牢
番

霊
は
捕
え
ら
れ、

拷
問
の
末
処
刑
さ
れ
る。

⑪
お
信
与
吉
の
結
婚
を
親
に

．

認
め
さ
せ
た
百
介
で
あ
っ
た
が、
密
告
に
よ
り
再
び
追
わ
れ
る
g
と
な
っ
た。

⑫隣
国
へ
逃
れ
た
百
介
は、

忠
平
宅
へ
滞
在
し、
忠
義
を
識
る
因
州
公
よ
り

金
子
衣
服
を
拝
領
す
る
が、
宮
惇
へ
戻
っ
て
身
を
遥
し
時
宜
を
待
と
う
と
決

心
す
る。

⑬仁
助
宅
に
は
捕
手
が
差
向
ら
れ、
お
信
は
父
と
百
介
の
無
事
を、

寒
中
の
水
垢
雌
で
神
に
祈
る
の
で
あ
っ
た。
（
上
網）

⑭
与
吉
が
役
所
か
ら
の
呼
出
し
に
駆
付
け
る
と、
取
諜
方
の
交
替
に
よ
り

仁
助
は
釈
放
さ
れ
る。

⑮
百
介
は
山
中
で
狼
に
襲
わ
れ
て
い
る
庄
屋
良
右
衛

門
を
救
い、

饗
応
を
受
け、
久
し
振
り
に
枕
を
高
く
し
て
眠
る
が、

周
囲
の

騒
が
し
さ
に
目
醒
め
る
と
何
百
人
も
の
組
子
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

た。

⑯
寺
に
逃
込
ん
で
僧
侶
に
匿
わ
れ、
迫
る
追
手
に、
百
介
が
思
わ
ず
階

段
を
踏
み
外
し、
ハ
ッ
と
気
付
け
ば
そ
こ
は
良
右
衛
門
宅
の
二
階
で
あ
っ
た。

®
奇
し
く
も
仁
助
の
弟
で
あ
っ
た
良
右
衛
門
か
ら、
義
平
の
刑
死
と
お
牧、

お
貞
の
相
次
ぐ
死、
理
右
衛
門
の
警
固
の
強
化、
仁
助
の
投
獄
な
ど
を
間
い

た
百
介
は
夜
半
密
か
に
OO
に
紛
れ
た。

eモ
き
祖
母
の
墓
を、
そ
の
繹
若
州

小
浜
に
参
り、
近
江
路
を
江
州
森
山
へ
至
る。
機
織
屋
紅
邑
で
四、
五
日
休

息
し、

彦
根
へ
向
か
う
百
介
は、
恩
あ
る
彦
根
落
士
井
上
と
会
い、
城
下
近

く
で
刺
客
を
討
つ。

⑲彦
根
公
か
ら
の
執
拗
な
仕
宮
の
勧
め
を
一
度
は
断
っ

た
も
の
の、

⑳
増
々
厳
露
に
な
る
探
索
と
百
介
を
落
士
に
す
ぺ
＜
巡
ら
さ
れ

る
策
略
に、
思
い
余
っ
た
百
介
は
二
君
に
見
え
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ず、

森

山
八
帽
社
の
裂
手
に
あ
る
墓
場
で
自
ら
果
て
た。

宮
津
に
迎
ば
れ
た
死
骸
は
処
刑
場
脇
へ
埋
め
ら
れ
る
が、
一
夜
の
内
に
石

塔
が
建
ら、
遂
に
は
参
店
人
が
群
れ
集
う
よ
う
に
な
る。

®
百
介
の
死
を
知
っ
た
衰
子
の
悲
し
み
は
一
通
り
で
な
く、

⑳
蕊
に
感
ず

る
栗
原
家
出
入
り
の
大
工
庄
五
郎
は、
迎
判
状
を
持
ら
天
領
目
指
し
て
出
発

す
る
が、
意
を
遂
げ
ず
し
て
奸
臣
か
ら
の
間
者
に
惨
殺
さ
れ
て
し
ま
う。

①
父
の
所
業
に
思
い
余
っ
た
伯
州
公
の
嫡
子
さ
え
も
が
意
見
を
し、
勘
気
に

触
れ
て
江
戸
下
屋
敷
へ
送
ら
れ、
百
介
ば
か
り
か
妥
子
ま
で
を
も、
亡
き
も

の
に
し
よ
う
と
す
る
奸
臣
の
手
か
ら
遁
れ
て
一
家
は
江
戸
へ
落
ら
る。
⑳
長

男
直
太
郎
改
め
兵
馬
は、

母
お
八
重
の
下
で
そ
の
叡
知
を
顕
わ
し
若
君
に
倶

し
て
宮
津
へ
入
る。

⑮
老
臣
沼
田
庫
之
助
・
柴
田
要
ら
の
尽
力
に
よ
り、
さ

ら
に
伯
州
公
の
病
死
に
よ
っ
て、

後
を
継
い
だ
若
君
の
恩
典
で、
理
右
衛
門

は
三
年
振
り
に
念
願
の
出
牢
な
る。
関
川
権
兵
衛
は
切
腹
を
命
ぜ
ら
れ、
他

の
奸
臣
等
も
家
財一
切
を
没
収
さ
れ
た。
百
介
の
葬
儀
に
は、
仁
助
親
子・

良
右
衛
門・
紅
屋
等
を
始
と
し
て、

数
百
人
が
集
い、

君
公
直
々
に
戒
名
に

「
殿」
の
字
を
賜
わ
る
程
で
あ
っ
た。

®
理
右
衛
門
は
江
戸
に
上
り、
閉
れ
て
孫
遠
に
対
面
す
る。
⑪
実
は
老
臣

の
密
か
な
命
に
よ
り
百
介
を
助
け
る
た
め
に、

壮
士
安
藤一
郎
が
辿
わ
さ
れ

て
い
た
の
だ
が、
そ
の
尽
力
も
叶
わ
ず
安
藤
は
出
家
し、
断
女
を
全
う
し
て

往
生
す
る。
⑳
孫
達
に
囲
ま
れ
な
が
ら
理
右
衛
門
は
生
を
焉
え、
お
八
国
は

三
男
主
馬
之
介
に
死
ん
だ
人
々
の
菩
捉
を
弔
わ
せ、
ま
た
自
ら
も
弔
い
な
が
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ら、

子
供
達
の
栄
達
を
見
届
け
て
眠
る
よ
う
に
死
ん
だ。

八
幡
社
の
裏
手
に
は
栗
原
稲
荷
が
達
ち、

百
介
切
腹
の
日
の
祭
礼
に
は、

毎
年
多
く
の
人
々
が
参
り
集
っ
た。
明
治
に
入
っ
て
も
百
介
の
芝
居
が
行
わ

れ、

石
碑
建
立
の
計
画
が
着
々
と
進
ん
で
い
る。

（
後
編）

「
百
介
伝」
は、

以
上
の
よ
う
な、

儒
教
道
面
を
軸
と
し
た
勧
善
懲
悪
主

筏
に、

伝
奇・
人
情
・
復
讐．
刃
婦
・
因
果・・・
と
団
々
雑
多
な
要
素
を
絡
め

た
活
劇
の
様
相
を
呈
す
る。
全
編
は、

作
品
の
舞
台
で
あ
る
日
本
海
を
思
わ

せ
る
沈
ん
だ
色
調
で
覆
わ
れ、

背
景
に
は
冬
や
夜
・
雪
や
雨
な
ど
が
好
ん
で

使
わ
れ
る。
登
場
人
物
は
五
0
名
を
超
え、

ま
た
図
1
に
示
す
よ
う
に、

時

問
的
構
成
に
も
か
な
り
の
工
夫
が
払
わ
れ
ろ
が、

作
者
は
そ
れ
ら
の
総
体
を

消
化
し
き
っ
て
い
ろ
と
は
言
い
難
い。

本
網
の
主
要
登
場
人
物
中、

史
科
に
よ
っ
て、

実
在
の
人
物
と
し
て
確
認

で
き
る
の
は、

丹
後
松
平
伯
考
守
11
本
庄
流
松
平
氏
（
宮
津
七
万
石）
八
代

大
隅
守
宗
允、

同
九
代
伯
者
守
宗
獲、

同
十
代
伯
者
守
宗
秀、

丹
後
宮
津
藩

後
見
役
栗
原
理
右
衛
門、

落
士
栗
原
百
介、

関
川
権
兵
衛
の
六
名
と
い
う
こ

と
に
な
る。

で
は、

「
百
介
伝」
の
取
材
し
た
宮
津
騒
動
と
そ
れ
に
続
く
栗
原
父
子
投

獄、

百
介
脱
走
の
史
突
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か。
幾
つ
か
の

二、

虚
構
と
史
実
の
あ
い
だ

年
一
月
十
五
日

w

「
丹
後
宮
津
誌」

復
刻
版

大
正
十
五
年
興
謝
郡
宮
津
町
役
場
編
纂、

三
額
図
書
館
所
蔵
本

昭
和
四
十
九
年
二
月
十
四
日
発
行

「
第
二
編

第
四
章
•
宮
津
の
所
属

第
二
款
•
宮
津
の
治
安」

w

同

「
第
五
章
•
宮
津
の
政
治

六
•
本
荘
氏」

を
用
い
た。

以
後
特
に
注
意
を
要
す
る
箇
所
に、

I
?
Vi
の
記
号
を
付
し
て

示
す。先

ず
登
場
人
物
の
設
定
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
問
題
か
ら
見
て
み
よ
う。

r
百
介
伝」
中
に、

初
代
理
右
衛
門
の
実
子
と
さ
れ
て
い
る
関
川
権
兵
衛
は、

実
際
は
妾
腹
の、
二
代
理
右
衛
門
に
と
っ
て
は
義
弟
で
あ
り
(

n
)

、

百
介

の
子
供
は
三
人
で
あ
ろ
と
さ
れ
て
い
ろ
(
II
II
「
百
介
様
に
は
子
息
九
歳
を

頭
と
し
て
男
子
三
人
あ
り」
）
。

＞
 強

訴
之
事」

「
文
政
年
間
丹
後
大
騒
動」
小
池
松
治
著

r
旧
宮
津
落
「
文
政
百
姓一
揆」
の
話
」
岩
崎
英
精
著

大
正
七
年
二
月
十
日

昭
和
二
十
七

m

同
•
第
九
輯
r
宮
津
旧
記
（
追
記）
」
文
政
二
年
補
「
宮
津
領
内一
揆

十
月
刊

史
料
に
拠
っ
て
『
百
介
伝」
と
の
比
較
を
試
み
た
い。

本
稿
の
調
査
に
は、

1

丹
後
史
料
叢
苔
•
第一
輯
「
宮
津
騒
動
夢
物
語」
文
政
七
年
十
二
月、

明
治
七
・
八
年
頃
写、

大
正
十
五
年
二
月
刊

（
注
8)

同
•
第
二
輯
r
農
民
埠
起
興
謝
噺」
慶
応
三
年一
月
写、

大
正
十
三
年

D
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ま
た
栗
原
家
出
入
り
の
大
工
庄
五
郎
に
は、
宮
津
葛
屋
町
の
大
工、
長
五

郎
と
い
う
モ
デ
ル
が
あ
り、

長
五
郎
は
一
揆
の
主
謀
者
の
ひ
と
り
と
し
て、

文
政
六
年
二
月
十
六
日
に
捕
縛
さ
れ、

翌
七
年
四
月
二
十
二
日
に
永
牢
の
判

（
注
9)

決
を
下
さ
れ
て
い
る。
(
11
.
V)

百
介
の
茨
子
は
「
大
原
庄
右
衛
門
へ
御
預
け」
(
V)
と
な
り、
家
老

沼1

野
鞍
之
介」
は
「
家
老
識
と
し
て
栗
原
親
子
を
入
牢
せ
し
め
た
る
不
行
届
の

こ
と
よ
り
申
訳
な
く
て
切
腹
し
た
る
な
り」
と
さ
れ
る。
(
V)

さ
て、
史
料
の
検
討
に
よ
っ
て
r
百
介
伝」
中
特
に
問
題
と
な
る
の
は、

①
百
介
の
脱
走
と
②一
揆
に
つ
い
て、
そ
し
て
人
物
と
し
て
は
③
関
川
権
兵

衛
と

e伯
苦
守
（
九
代

宗登）
の
扱
い
方
と
い
う
四
点
で
あ
ろ
う。

（
注
n)

①
百
介
の
破
牢
に
つ
い
て
は
種
々
の
説
が
あ
り、
そ
の
敦
れ
が
正
し
い
も

の
で
あ
る
か
は
詳
か
で
は
な
い
が、
そ
の
逃
走
経
路
と
日
時
に
つ
い
て
は
追

跡
が
可
能
で
あ
る。
ま
た
栗
原
稲
荷
が
実
在
し、
墓
碑
銘
も
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
か
ら、
切
腹
の
日
時
と
場
所
に
つ
い
て
も、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る。

史
料
と
「
百
介
伝」
に
つ
い
て
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
表
1
・
図
3
の
よ

う
に
な
る。
史
料
の
比
較
が
物
語
る
よ
う
に
実
際
は
脱
牢
後
十=-
B
目
に
切

腹
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し、
「
百
介
伝」
で
は
切
腹
ま
で
に
三
年
の

月
日
を
設
定
し
て
あ
る。
こ
れ
は
第一
に
十
三
日
間
で
は
物
語
の
構
成
上、

百
介
の
活
躍
を、
大
き
く
展
開
さ
せ
る
の
が
難
し
い
事、
ま
た
獄
中
で
l二
年

間
を
過
と
さ
せ
る
の
で
は、
余
り
に
作
品
に
描
か
れ
た
百
介
の
性
質
と
か
け

離
れ
て
し
ま
う
事
等
が
考
え
ら
れ
る
が、
い
ず
れ
に
し
ろ
脱
玖
僅
か
十
三
日

目
に
追
詰
ら
れ
切
腹
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
本
来
の
筋
で
は、
作
品
は

成
立
し
な
か
っ
た。

た
だ、
「
文
政
九
年
二
月
十
六
日」
と
い
う
史
実
を
ど
う
し
て
も
踏
ま
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点、
「
近
江
国
八
幡
町」
を
終
点
と
し
た
逃
走

経
路
か
ら、
余
り
に
不
自
然
な
遠
万
に
ま
で
百
介
活
躍
の
場
を
設
定
す
る
こ

と
の
出
来
な
か
っ
た
点
に、
こ
の
作
品
が
「
実
録」
と
し
て
成
立
す
る
為
の

条
件
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に、
「
文
政
九
年
ニ

月
十
六
日」
を
始
め
と
す
る
．
史
実
と
し
て
の
要
所
”
を
押
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
実
緑
物」
の
看
板
を
高
く
掲
げ
る
こ
と
を
可
能
に
し、
作
者
が
却
っ

て
作
品
を
展
開
す
る
上
で
の
自
在
さ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
出
来
た
こ
と
を

も
意
味
し
て
い
る。

ま
た、
知
人
の
多
い
同
地
方
に
鍔
台
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り、

「
善
因

善
果」
を
旗
印
と
し
た
「
偶
然
の
出
会
い
」
に
よ
る
狂
言
回
し
が
多
用
で
き

る
事
等、
「
本
物
ら
し
さ」
を
織
り
込
む
こ
と
に
よ
る
効
果
を
も
作
者
は
狙

っ
て
い
る。

②
r
百
介
伝」
に
お
け
る
一
揆
の
取
扱
い
は
極
め
て
素
気
無
い。
そ
れ
も、

理
右
衛
門
に
「
君
が
一
日
の
過
ら
は
臣
下
に
及
ん
で
百
日
の
嘆
き
に
当
る」

と
語
ら
せ、
「
苛
酷
の
仕
向
の
重
な
り
し
に」
「
家
族
を
養
ふ
事
も
な
ら
ず」

「
取
立
か
た
は
日
を
遂
て
い
よ

ー＼
厳
し
く」
「
月
を
重
ね
て
領
民
へ
年
n

運
上
何
く
れ
と
重
く
諌
税
を
掛
た
る
に」
と
自
ら
記
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら

ず、
「
中
に
は
良
か
ら
ぬ
者
も
交
り
て
ゐ
れ
ば
人
に
魁
け
せ
ら
れ
ん
よ

り4心

た村
は
本
村
で
一
日
も
早
く
訴
へ
出
る
が
ま
し
と
煽
動
さ
れ
て
思
案
も
な
く
竹

4、*＾

捨
席
旗
で
押
出
し」
「
掛
り
の
役
人一
同
を
打
殺
さ
ん
と
ひ
し
め
く
態
は
容
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ば
ら

易
な
ら
ざ
る」
「
猛
り
に
猛
り
し
領
民
輩
は
服
す
る
気
色
の
な
き
の
み
か」

たて

「
四
の
五
の
い
は
せ
ず
打
据
ろ
と
異
口
同
音
に
わ
め
き
立」
と
無
秩
序・
無

か
れ
ら

ふ36
にく

軌
道
な
騒
動
を
演
じ
さ
せ、
「
渠
等
の
な
せ
る
挙
動
は
悪
む
に
余
り
あ
り
と

あし

と
の

は
い
へ
こ
れ
を
制
す
に
兵
力
を
借
て
は
他
家
の
聞
え
も
悪
く
第一
君
侯
の
御

わ
か

じん
とく

仁
徳
の
胡
き
に
似
た
れ
ば
憚
り
な
が
ら
暫
時
の
う
ら
君
侯
の
御
威
光
を
借
り

それがし

とく

奉
つ
り
愚
臣
が
今一
応一
同
へ
駕
と
説
諭
し
た
し」
と、
「
民」
で
は
な
く

たや
す

「
君」
を
慮
っ
て
登
場
し
た
理
右
衛
門
に
よ
っ
て一
揆
は
「
容
易
く
解
散」

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る。
そ
こ
に
は一
揆
に
至
る
ま
で
の
大
小
様
々
な
る
問

（ユ
炉

題
に
対
す
る
批
判
意
器
は
何―
つ
見
ら
れ
ず、
「
百
介
伝J

に
お
い
て

は
奸
臣
達
に
よ
る
栗
原
父
子
投
獄
の
き
っ
か
け
を
成
す
に
過
ぎ
な
い。
こ
の

一
揆
の
背
景
に
は、
史
害
が
説
く
よ
う
に、
宗
登
が
栄
逹
の
為
に
行
な
っ
た

「
万
人
記
舟←
始
め
と
す
る
搾

a．畔に
例
を
見
な
い
程
に
整
然
と
統
制
さ

れ
た
計
画
的
な一
揆
形
態
等
閑
却
視
し
得
な
い
経
緯
が
あ
っ
た
が、
古
川
恩

そら

背
は
そ
こ
か
ら
大
き
く
目
を
外
し
て
い
る。
一
揆
を
め
ぐ
っ
て
も、
農
民
を

宥
め
る
為
に
村
々
に
配
布
さ
れ
た
偽
の
「
克T
ーや、

前
述
し
た
大
工
の
長
五

郎
を
始
め
と
す
る
義
民
達
の
処
分
等
は
「
百
介
伝」
で
は
描
か
れ
ず、
一
揆

の
全
体
状
況
は
余
り
に
も
単
純
に
図
式
化
さ
れ
る。
善
五
を
持
上
げ
る
目
的

で、
「
因
果」
と
い
う
稚
い
接
沼
剤
を
巧
妙
に
使
い
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
要
素

を
配
し
て
い
く
方
法
に
限
っ
て
見
れ
ば、
そ
れ
は
前
代
か
ら
何
の
進
歩
も
示

し
て
は
い
な
い。
た
だ、
単
な
る
描
写、
或
い
は
素
材
の
取
捨
と
し
て
の一

揆
の
取
扱
い
と
言
う
よ
り
も
寧
ろ
作
者
は
強
い
て一
揆
11
民
衆
を
無
視
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
節
で
問
題
に
す
る
J

皇
編
中
最
大
の
悪
人
関
川
権
兵
衛
は、
史
実
に
お
い
て
民
衆
の
味
万
で

あ
り
(
n.
Ill)
、
搾
取
の
実
態
に
つ
い
て
民
衆
に
知
ら
せ一
揆
発
生
の
源

泉
と
な
っ
た
の
は
実
は
彼
で
あ
っ
た。
と
い
う
こ
と
は
藩
11
慈
藩
体
制
の
側

か
ら
見
た
叛
逆
者
で
あ
り、
「
百
介
伝」
で
出
自
を
操
作
さ
れ
て
ま
で
大
悪

人
の
座
に
収
め
た
点
に
も、
作
者
魁
哲
子
を
し
て
r
百
介
伝」
を
苔
か
し
め

た
と
こ
ろ
の
意
識
の一
端
を
規
う
こ
と
が
で
き
る。
た
だ
し、
関
川
権
兵
衛

に
つ
い
て
は
史
苔・
伝
説
の
中
に
「
悪
役
の
座
J

へ
の
道
が
用
意
さ
れ
て
い

た
と
も
言
え
る。
I
に
「
(
OO
川
権
兵
衛
は）
御
吟
味
に
及
ぺ
ば
此
人
狂
気

の
如
く
に
て
度
々
口
変
り
正
体
な
し、
拠
な
く
揚
り
屋
へ
臨
か
れ
た
り3

「
然
る
に
関
川
権
兵
術
の
申
立
が
吟
味
毎
に
取
止
め
も
無
い
こ
と
を
口
走
ろ

の
み
で
な
く
其
挙
動
が
亦
普
通
人
で
無
い。
察
す
る
に
OO
川
は一
揆
露
見
を

危
惧
し
た
結
果、
精
神
に
異
状
を
来
し
発
狂
し
た
も
の
に
相
違
無
い

との
鑑

定
の
下
に
党
に
其
儘
揚
り
屋
へ
ぶ
ら
込」
ま
れ、
N
で
は
破
牢
し
て
義
兄
理

右
衛
門
の
家
に
逃
げ
込
ん
だ
と
さ
れ
て
お
り、
そ
の
「
奨
川
権
兵
衛
逃
込
み

一
条」
が
栗
原
父
子
投
獄
の一
因
を
成
し
た
と
い
う。
さ
ら
に
N
に
は、
栗

原
投
獄
の
要
因
と
し
て、
一
揆
の
発
生
以
前
に
理
右
術
門
が
「
歴
々
諸
士
の

会
議」
で
「
政
治
上
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
沢
辺
に
よ
る
日
銭
献
策
（
注・

万
人
講
の
こ
と）
に
横
鎗
を
入
れ
て
中
止
を
企
て
た
一
条」
「一
揆
徒
党
が

取
鎖
め
の
三
奉
行
に
対
し
悪
口
雑
言
を
浴
せ
栗
原
を
神
の
如
く
に
言
い
囃
し

た
行
動」
さ
ら
に
「
栗
原
の
印
形
を
押
捺
し
て
領
内
村
落一
般
へ
急
飛
脚
を

以
て
告
知
す
る
と
同
時
に

恰も
掌
を
返
し
た
如
く
立
所
に一
揆
終
熔
を
告
る

に
至
っ
た一
条」
で
「
平
素
家
中
藩
士
よ
り」
「
兎
角
の
批
評
を
立
て
ら
れ
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て」
お
り、
関
111
が
「
栗
原
家
へ
逃
込」
み、
「一
揆
強
訴
の
主
謀
者
為
次

郎
が
関
川
家
に
元
下
僕
奉
公
を
し
て
い
た」
点
か
ら、
「
藩
中
歴
々
の
迎
中

に
至
る
ま
で
党
に
栗
原一
家
を
性
と
の
疑
塁」
を
受
け
「
終
に
一
揆
主
謀
の

煤
疑
を
以
て
格
録
取
上
げ」
ら
れ、
「
牢
舎
に
均
し
い
座
敷
に
押
込
め
ら
れ」

•
た
と
詳
し
く
経
緯
が
述
ぺ
ら
れ、
そ
れ
は
r
百
介
伝」
に
近
い
も
の
と
な
っ

て
い
る。
元
来
N
は
I
を
増
補
潤
色
し
た
「
増
補
与
謝
噺」
を
底
本
と
し
て

お
り、
史
実
と
し
て
の
信
頼
性
は
か
な
り
低
く
な
っ
て
い
る
と
見
ね
ば
な
ら

な
い
が、
N
を
見
る
限
り
「
百
介
伝」
の
よ
う
な
形
で
「
奸
臣」
を
登
場
さ

せ
る
素
地
は
既
に
十
分
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

た
だ、
同
じ
く
N
に、
「一
説
に
日」
と
し、
「
関
川
権
兵
術
な
る
入
物

は
却
々
思
慮
分
別
に
宮
ん
だ
智
有
り
情
有
る
真
の
武
士
で
あ
っ
た
（
中
略）

百
姓
の
困
苦
を
思
ひ
週
り
罷
違
へ
ば
関
川
の
一
家
を
捧
に
振
る
覚
悟
を
持
し

て
窃
に
采
配
方
の
総
大
将
と
な
っ
て
（
中
略）
一
揆
強
訴
を
容
易
な
ら
し
め

た
の
は
皆
こ
の
関
川
な
る
人
の
指
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
説
が
附

さ
れ、
い
く
つ
か
の
例
証
を
掲
げ
た
後
に、
「
諸
点
よ
り
綜
合
し
て
推
測
す

る
と
き
は
此
説
強
が
ち
牽
強
付
会
の
説
と
も
見
倣
さ
れ
ぬ
9

と
記
さ
れ
て
い

る
点
も
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い。

④
川
権
兵
衛
の
因
果
復
讐
冥
を
軸
と
し
て
奸
臣
達
と
い
う
悪
王
を
配
し、

宗
登
の
盟
政
を、

巧
妙
に
正
当
化
す
る
作
者
の
方
法
は
徹
底
し
て
い
る。
登

場
人
物
の
意
識
を
超
え
て、
作
者
自
身
が
国
（
濡）
や
君
主
に
熱
っ
ぼ
く
忠

誠
を
誓
い
続
け
る
の
は
表
3
の
a
に
見
る
通
り
で
あ
る。

「
要
原
百
介
伝
」
の
時
代
背
景

明
治
八
年
六
月
の
新
聞
紙
条
令
「
無
ヲ
有
ト
シ
虚
ヲ
実
ト
シ
心
ヲ
煽
動
．ッ

(
a
15)
 

衆
耳
ヲ
掩
惑
ス
等
I．
如
キ
造
説
ヲ
禁
ズ
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に、
尖
学
尊

重
の
世
に
あ
っ
て
「
虚
構
性」
は
排
斥
さ
れ
（
そ
の
た
め
却
っ
て
民
衆
の

「
虚」
に
対
す
る
欲
求
は
昂
ま
っ
た）
「
虚
構
的
実
録T
15
緒
期
に
於
て
は、

「
勉
め
て
其
実
蹟
を
級
り
奎
も
架
空
の
説
を
雑
へ
ざ
る」
（
岡
本
起
泉

品
梵
lJ
匹
東
京
奇
聞」
明
12
.
2

ーl
七

篇甲｝、
‘
「
梨
空
無
根
の
は
な

し
に
あ
ら
ず
（
中
略）
其
事
実
性
に
お
い
て
は
即
か
も
原
意
に
た
が
ふ
事
な

く」
（
仮
名
垣
魯
文
「
高
橋
阿
伝
夜
叉
輝」
明
12
.
2

ー！
初

篇甘｝、
と
い

•

•

•

う
よ
う
に
出
実
性
導
重
を
強
関
す
る
と
い
う
隠
れ
唆
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ

た。
し
か
し、

数
年
を
経
た
「
百
介
伝」
に
あ
っ
て
は
殊
更
事
実
性
を
強
閲

す
る
必
要
は
な
か
っ
た
ら
し
く、
「
続
き
物」
で
「
虚」
と
「
実」
の
塩
加

減
に
慣
ら
さ
れ
て
き
た
託
者
と
の
閻
に
は
暗
黙
の
了
解
が
成
立
し
て
い
た
こ

と
だ
ろ
う
し、
「
続
き
物」
は
再
び
「
実」
へ
と
揺
戻
さ
れ
る
こ
と
な
く、

一
方
的
に
「
虚」
へ
傾
斜
し
て
い
く。
そ
の
坂
の
先
が
所
謂
大
衆
小
説
に
つ

な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

明
治
十
年
代
に
入
り、
自
由
民
権
迎
動
抑
庄
の
た
め
に
政
府
は
対
民
衆
政

策
の
方
針
を
急
転
換
さ
せ
た。
即
ち
揺
教
追
徳
の
復
活
が
そ
れ
で
あ
る。
宿

命
と
い

うよ
り
は
条
件
反
射
と
し
て、
体
制
の
機
を
伺
う
に
敏
な
る
戯
作
界
で

は‘
r
岡
山
紀
聞
箪
の
命
毛」
（
転
々
蛍
主
人
「
芳
閑
雑
誌」
明
14
.
4
l

明
15
.
3)
の
あ
た
り
か
ら
「
仇
討
物」
「
お
家
騒
動
物」
の
流
行
を
迎
え
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a

 

る
こ
と
と
な
る。

悪
を
憎
む
武
士
と
し
て
の

家
に
対
す
る
忠
節、
0

さ
て、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は、

古
川
魁
曽
が
「
惑
府

旗
下
の
士
古
川
吉
左
衛
門
の
長
男
J

で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ。
旧
幕
の

臣
で
あ
っ
た
高
畠
藍
泉
が
自
ら
の
内
に
深
く
根
づ
い
た
封
建
制
を
払
拭
で
き

ず
新
時
代
に
唾
を
吐
き
散
ら
し
た
よ
う
に、
同
じ
く
旧
幕
臣
と
し
て
薯
府
へ

の
感
慨
を
敢
て
阻
さ
な
か
っ
た
前
田
呑
雪
の
よ
う
に、
同
様
の
感
懐
を
抱
く

人
々
は
巷
閻
に
も
瀾
ら
て
い
た
だ
ろ
う
し、
魁
曹
の
気
分
も
そ
の
近
く
に
あ

っ
た
と
推
察
で
き
ろ。

百
介
切
腹
の
理
由
が
「
二
君
に
見
え
ず」
で
あ
り、

「
二
夫
に
見
え
ぬ」

決
心
で
髪
を
裁
つ
女
の
姿
を一
度
に
亘
っ
て
描
く。
二

伐日
理
右
衛
門
の
出
世

も
主
君
へ
の
「
怠
り
な
き
務
め」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
が、

彼は
謙
虚
に
g

に
伯
父
ぎ
み
の
厚
き
お
蔭」
と
感
謝
す
る。
こ
う
い
っ
た
封
建
道
徳
的
描
写

に
全
編
は
染
め
抜
か
れ
る。
一
々
の
指
摘
は
紙
数
が
許
さ
な
い
の
で、

左
の

よ
う
な
分
類
に
よ
っ
て
こ
れ
を
示
せ
ば、
表
1
の
如
く
に
な
る。

作
者
に
よ
る
幕
藩
体
制
の
讃
美、
b

平
民、
C

下
を
思
う
態
度、
d

る
忠
誠、
f

上
を
敬
う
態
度・
武
士
を
敬
う

義
理
・
道
理
を
重
ん
ず
る
態
度

夫
へ
の
貞
節、
e

藩・
主
君
に
対
す

恩
に
対
す
る
礼．
感
謝、

g

商
に
因
る
出
世、
h

公
私

の
け
じ
め
・
倫
理、
•1

子
に
対
す
る
深
い
愛
情
と
教
育、

j

＿
る
孝
と
投
敬、
K

世
間
に
対
す
る
面
目、
1

義、
m

人
を
思
い
や
る
気
持
ら
・
情、
n

を
敬
い、

祈
ろ
気
持
ち、

P

親
に
対
す

①
は、
こ
う
い
っ
た
表
現
が、

何
行
に
一
度
出
て
く
る
か
を
示
し
た
数
字
で

あ
る。斯

様
に
百
介
は
「
忠
君
愛
国
の
権
化」
と
し
て
描
か
れ、
現
代
か
ら
時
代

を
逆
さ
に
覗
け
ば、
こ
れ
は
極
め
て
精
神
的
な
意
味
で
の
「
戦
争
文
学」
に

外
な
ら
な
い。

（

注

19
)

ま
た、

作
中
百
介
の
切
腹
が
比
較
的
早
く
描
か
れ
ろ
の
は、
特
に
e
や
f
を

中
心
と
し
た
忠
義
の
強
調
が
意
図
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う。
と
も
あ
れ、
七
行
に
一
度
（
約
半
T
IC
二
度）
と
い
う
頻

度
は、
当
時
と
し
て
も
き
わ
め
て
特
徴
的
で
あ
ろ
と
言
え
よ
う。

前
節
で
見
た
よ
う
な
時
代
背
景
の
流
動
は、
正
に
魁
猜
を
し
て
「
我
意
を

得
た
り」
と
膝
を
叩
か
し
め
た
で
あ
ろ
う。
「
百
介
伝」
の
欲
張
っ
た
趣
向

の
裡
に、
只
で
さ
え
こ
の
年、
延
房
か
ら
「
絵
入
新
聞」
の
実
質
上
の
主
筆

の
座
を
引
き
継
い
だ
二
十
九
オ
の
彼
の
力
窟
が
見
え
隠
れ
す
る。
た
だ
し
作

品
の
構
築
を
顧
慮
す
ろ
こ
と
な
く、

余
り
に
も
積
み
過
ぎ
た
荷
物
11
趣
向
が、

作
品
の
動
き
を
鈍
く
し
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い。
お
上
と
の
摩
擦
の
後

に
お
上
の
顔
を
伺
い
な
が
ら
お
ず
お
ず
と
頭
を
拾
げ
た
「
筋
立
や
ポ
ー
ズ
と

し
て
の
勧
懲」
で
は
な
く、
恐
ら
く
儒
教
道
待
を
資
質
と
し
て
具
え
て
い
た

作
者
が、
「
勧
懲」
に
徹
し
切
れ
ず
中
途
半
端
に
伝
奇
性
や
人
情
本
的
作
風

に
歩
み
寄
っ
た
こ
と
も
作
品
の
印
象
を
弱
め
て
い
ろ。
特
に、

「
百
介
伝」

四、

古
川
魁
曹
と
「
栗
原
百
介
伝」
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へ
の
思
い
入
れ
と
は
逆
に
「

東京
絵
入
新
聞」
の
人
情
本
的
煩
向
に
拠
り
師

を
染
崎
延
房
と

わ俎鯰
情
の
本
領
は
人
情
本
的
作
風
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

L
*
 

く、

「
旅
と
は
争
で
し
ら
真
忠
即
に
引
れ
ず
承
込
し」
「
日
は
西
山
に
い
り

相
の
鐘
の
音
幽
か
に
関
え
し
折」
と
い
っ
た
人
情
本
独
特
の
節
回
し
が
作
中

随
所
に
見
受
け
ら
れ、
そ
の
筆
の
滑
り
は、

教
訓
的
場
面
に
比
し
た
場
合、

明
ら
か
に
精
彩
を
放
っ
て
い
る。
（

①ー一
例、

以

下①一
、

⑦
七`

®
二
、

⑨
九、

⑪一
、

⑬一
、

⑭l
‘

⑮
二、

⑮i
‘

⑰
三、

⑱一
、

⑪一
、

⑬i
、

⑰
三、

⑱
二
の
計
三
七
例）
い
ま
1

つ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は、

本
編
を

蝕
ん
だ
「
新
聞
小
説」
と
し
て
の
立
場
で
あ
る。
即
ち
林
立
競
合
を
続
け
る

新
聞
・
雑
誌
界
に
あ
っ
て
は、

先
ず
何
よ
り
も
読
ま
れ
る
こ
と
が
先
決
と
い

う
商
業
主
義
を
背
景
に、

趣
向
か
ら
趣
向
へ
と
近
視
眼
的
な
軌
跡
を
選
ん
だ

態
し
い
「
院
物」
の、

本
編
も
例
外
で
は
な
か
っ
た。
玩
者
の
要

求ー出版

母
体
の
要
求
を
顧
慮
し
「
読
ま
れ
る
こ
と」
を
念
頭
に
置
い
た
筆
は、

閻
歓

的
に
発
作
じ
み
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
繰
り
返
し、
「
全
体
と
し
て
の
作
品」

と
い
う
意
識
は
低
い。

結
局、

作
品
に
需
め
ら
れ
て
い
た
も
の
は、

確
実
な

．

構
成
や
作
品
世
界
の
創
造
・
問
題
提
起
と
本
質
の
追
求
な
ど
で
は
な
く、

少

な
く
と
も
次
回
(
r
百
介
伝」
は
週
四
話
平
均
で
連
載）
ま
で
院
者
を
引
き

留
め
て
お
く
趣
向
以
外
の
何
物
で
も
無
か
っ
た。

一
冊
の
作
品
と
し
て
編
集
さ
れ
な
が
ら
尚、

「
第一
回」
「
第
二
回」
と

区
別
を
設
け、

「
次
回
は．．．
 」
で
結
ぶ
所
な
ど
に、

根
強
く
「
読
者
へ
の
配

慮」
が
残
っ
て
い
る。

た
だ、

r
百
介
伝」
の
場
合、

細
部
の
破
綻
を
も
敢
て
辞
さ
な
い
魁
曹
の

（
注）

「
大
人
名
辞
典」
（
下
中
弥
三
郎
編
・
平
凡
社）
で
は
ク
リ
ハ
ラ
モ
モ

ス
ケ
と
記
す
が、
地
元
で
は
ク
リ
ハ
ラ
ヒ
ャ
ク
ス
ケ
と
呼
ば
れ
て
い
る。

筆
者
も
ヒ
ャ
ク
ス
ケ
に
従
い
た
い。

奥
付
に
は
「
同
年一一
月
」

ー

と
あ
る
が、
連
載
時
期
よ
り

考え
て、
こ
れ
は

一
心
不
乱
さ
と、
ボ
ー・ス
や
方
便
で
は
な
い
「
儒
教
道
徳」
へ
の
真
の
喝
仰

が、

本
編
を
単
な
る
官
能
的
・
顆
廃
的
な
娯
楽
作
品
と
は
異
な
っ
た
場
所
に

押
出
し
た。

報
道
性
か
ら
娯
楽
性
へ
と
い
う
時
代
の
流
れ
に
乗
っ
て
多
く
の

新
聞
小
説
が
書
か
れ
て
い
た
中
に
あ
っ
て、
こ
れ
だ
け
の
生
呉
面
目
さ
で
「
勧

善
懲
悪」
を
説
く
姿
勢
は、

特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
し、

少
な
く
と
も
「
興
味

本
位」
の
一
言
で
片
付
け
ら
れ
る
作
品
で
は
な
い。

と
も
あ
れ、

様
々
な
趣
向
や
時
宜
を
得
た
内
容
が、

勿
論
い
く
ら
か
は
割

引
い
て
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
が、

作
者
に
言
わ
せ
れ
ば、

「
江
湖
諸
君
の

喝
采
を
得
た
る
」
（
上
巻
序
文）
、

「
お
も
ひ
の
外
に
世
に
も
て
は
や
さ
れ

し
よ
り」
（
下
巻
序
文）
と
い
う
院
者
の
反
応
を
喚
起
し、

何
度
も
版
を
重

ね
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う。

※
本

稿を
草
す
る
に
当
り、

宮
津
市
の
岩
崎
英
精
氏、

岩
瀧
町
・
蒲
田
桂

三
氏
を
始
め
と
し
て
多
く
の
方
々
の
助
力
を
得
た。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を

表
し
た
い。
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6
 「

同
十
六
年
二
月
」

の
誤
り
で
あ
ろ
う。

十
七
年
以
降
も
考
え
ら
れ
な
い
。

「
大
人
名
辞
典」

は、

「
著
作
の
小
説
は
（
中
略）

＋
数
稲
が
あ
る
Wl

と
す
る
が
詳
か
で
な
い
。

興
津
要
氏
は
筑
摩
祖
房
刊
明
治
文
学
全
集
2

「
明
治
開
化
期
文
学
集
⇔
」

（
昭
42
.
6
.

30)

で
「
彼
署
名
の
著
書
は

（
中
略）

毎
婦
物
r
花
茨
胡
蝶
廼
彩
色
」

（
一

八
年
五
月）

が
あ
る
く
ら

い
だ
っ
た
Wl

と
述
ぺ
て
い
る。

至
文
堂
新
版
日
本
文
学
史
8
「
年
表」

に

も
「
花
茨・・・
」

の
み
が
見
え
る。

本
稿
の
調
査
に
用
い
た
初
版
本
（
岡
山
大
学
池
田
家
文
庫
所
蔵）

は
国

会
図
魯
館
に
も
見
え
ず、

そ
の
保
存
状
態
か
ら
も
資
料
と
し
て
貸
重
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

．

明
治
十
六
年
六
月
六
日
（
水）

第
二
三
九
一

号
:
同
十
月
二
六
日
（
金）

第
二
五
―
一

号

第
四
回
「
次
回
に
説
く
を
見
て
知
る
ぺ
し
」
、

第
九
回
「
其
趣
き
は
次

回
に
ゆ
づ
る
」

等。

7
 
「
版
元
の
発
兌
を
急
ぎ
た
る
よ
り
（
中
略）

編
者
に
於
て
も
甚
だ
漸
愧

に
堪
ざ
る
虞
な
り
」

云
々
と
あ
る
。

8

永
浜
宇
平
氏
に
よ
る
付
記
に
「
惟
ふ
に
天
保
年
中
に
原
本
は
作
ら
れ
た

ろ
も
の
な
ら
ん
」

と
あ
る
。

9

一

揆
に
お
け
る
民
衆
側
の
立
場
に
つ
い
て
徹
底
的
に
こ
れ
を
無
視
し
た

作
者
が、

「
義
民
」

と
し
て
の
性
格
を
借
り、

百
介
側
に
こ
の
人
物
を
造

形
し
た
点
が
注
目
さ
れ
る。

lo

m
に、

「
以
前
栗
原
様
御
引
立
之
足
軽
上
田
光
右
街
門、

高
僑
喜
太
八

5
 

4
 

3
 

前
苔
之
通
令
承
知
相
違
無
之
事
也

栗
原
理
右
衛
門
（
御
在
判）

一

揆
は
文
政
五
年
十
二
月
十
三
日
深
更
か
ら、

十
八
日
早
朝
ま
で
の
六

日
間
に
わ
た
っ
た
。

12

七
才
以
上
七
十
才
以
下
の
領
民
五
万
二
千
六
百
四
十
三
人
に
対
す
る
一

人
一

日
当
た
り
三
文
（
後
に
二
文）

の
人
頭
税。

13

>
に
は
「
以
上
の
日
銭、

先
納
米
銀、

御
用
銀
類
を
一

括
す
る
と
（
中

マ
マ

略）

す
な
わ
ち
収
獲
し
た
米
殺
の
す
ぺ
て
を
換
銀
し
て
も、

と
う
て
い
納

め
切
れ
ぬ
負
担
で
あ
り
」

と
あ
る。

14

以
下
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
る
が、

農
民
の
要
求
が
何
処
に
あ
っ
た
か
を

看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う。

午
十
二
月

11 

と
申
者
（
中
略）

両
人
喋
し
合
せ
て
揚
屋
御
脱
出
之
手
引
致
し
候
」
、

N

に
は
「
百
助
は
不
日
愁
腹
を
申
附
け
ら
れ
る
か
然
ら
ざ
れ
ば
oo
川
同
様
斬

首
に
虞
せ
ら
れ
る
か
の
説
が
伝
は
っ
た
の
で、

儀
助
は
今
は
一

刻
も
猶
予

成
難
く
と
斯
く
は
百
助
救
出
し
に
忍
び
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
9

な
ど
と
あ

る。

覚

一
、

万
人
講
日
銭
御
免
事

l

、

諸
御
穎
登
万
五
千
俵
御
買
上
ケ
米
御
免
事

一
、

当
午
年
為
御
取
扱
米
千
俵
被
下
憐
事

一
、

奉
公
人
増
給
御
免
之
事

一
、

七
人
被
召
捕
候
者
御
免
之
事
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水
呑
江

15

興
津
要
著
「
転
換
期
の
文
学
，
江
戸
か
ら
明
治
ヘ
ー
」
早
稲
田
大
学
出

版
会
（
昭
46
.
4
11
三
版）
の
指
摘
に
よ
る
。

.
16

明
治
政
府
の
施
策
と
の
関
迎
上、
明
治
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て

は
史
実
重
視
の
「
実
録」
か
ら
虚
構
の
占
め
る
割
合
の
大
き
い
「
虚

構的

実
録」
へ
の、
丁
度
過
渡
期
に
当
っ
て
い
ろ。

17
.
18

15
に
同
じ。

19

表
題
で
も
あ
る
主
人
公
を、
作
品
の
概
ね
三
分
の
二
に
当
た
る
時
点
で

自
刃
さ
せ
て
し
ま
う
の
は、
本
編
の
構
成
を
考
え
る
と
い
か
に
も
不
自
然

で
不
安
定
に
思
わ
れ
る。

20

「
ア
イ
デ
ア
と
執
筆」
と
い
う
形
で、
一
時
「
分
業」
を
行
っ
て
い
た

延
房・
魁
常
の
師
弟
で
あ
っ
て
み
れ
ば、
そ
の
文
学
的
体
質
は
近
い
と
見

ろ
こ
と
が
で
き
る。
ま
た
「
お
家
騒
動
物」
は
延
房
の
最
も
得
意
と
す
る

分
野
で
も
あ
っ
た。
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研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
皿

国
語
国
文
学
会
誌

国
語
国
文

罹
国
文
学
研
究
第
十
二
号
（
宮
城
教
育
大
学）

第
十
七
号
（
熊
本
大
学）

第
二
十
五
号
（
学
習
院
大
学） （

本
文
表
は
50
ペ
ー
ジ
ヘ
）

惣
百
姓

国
語
国
文
論
集

第
十一
号
（
学
習
院
女
子
短
期
大
学
）

国
語
因
文
論
集

第
十一
号、
第
十
二
号
（
安
田
女
子
大
学）

国
語
表
現
研
究

創
刊
号

．

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
躇
録

第
五
回
（
国
文
学
研
究
資
料
館）

国
文
学

第
五
十
八
号
(
OO
西
大
学）

国
文
学
会
誌

第
二
十
五
号
（
新
潟
大
学）

国
文
学
研
究

第
七
十
六
集、
第
七
十
七
巣、
第
七
十
八
渠
（
早
稲
田
大
学）

国
文
学
研
究

第一一
号
（
群
馬
県
立
女
子
大

学）

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要

第
七
号、
第
八
号

国
文
学
研
究
資
料
館
共
同
研
究
報
告

ー

国
文
学
研
究
資
料
館
講
浪
巣

3

菌
文
学
研
究
資
料
館
第
16
回
公
開
講
演
会

国
文
学
研
究
資
料
館
報
告

第
七
号、
第
八
汚、
第
九
号

国
文
学
研
究
ノ
ー
ト

第
十
四
集
（
神
戸
大
学）

国
文
学
孜

学）
国
語
国
文
研
究

23
（
福
岡
教
育
大
学）

第
十一
号
（
広
島
女
学
院
大
学）

第
三
十
九
集
（
愛
知
教
育
大
学
）

第
六
十
六
号、
第
六
十
七
号、
第
六
十
八
号
（
北
海
道
大

第
九
十
四
号
（
広
島
大
学）

国
語
国
文
学
会
誌

国
語
国
文
学
誌

図
語
国
文
学
報
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（図l)
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（表1)

＼ a b C d e f g h i j k I m n ゜ p 計 (i) 

1 l 2 2 1 1 2 1 10 6.3 

2 l 2 l 2 3 2 l 1 2 15 3. 5 

3 3 l 4 16.8 

4 1 2 3 l 7 6.6 

5 l 2 1 6 1 l 1 2 3 1 19 2.4 

6 4 2 l 5 l 13 6.3 

7 l 3 2 2 1 9 7.8 

8 2 2 1 l 6 8.2 

， 4 2 1 4 2 1 l 15 9. 1

1 0 1 1 2 16. 0 

l l 2 1 3 1 l 2 l 2 1 2 16 8.5 

1 2 2 l l 1 1 2 8 9.6 

1 3 1 1 1 3 2 8 6.9 

1 4 1 1 3 1 2 8 14. 8 

1 5 l 3 l 1 1 1 8 9.0 

l 6 1 1 1 3 23.3 

l 7 2 1 4 7 11. 7

l 8 1 l 1 3 22. 7 

1 9 3 l 1 2 l 2 l 11 7.0 

2 0 2 1 2 1 l 1 8 7.5 

2 1 1 l l 2 3 1 9 7.4 

2 2 4 4 1 l 3 13 6,2 

2 3 1 3 1 1 1 l 1 2 11 6.7 

2 4 1 1 6 2 2 3 1 z 18 5.1 

2 5 2 2 2 3 3 l l 1 l 1 17 3.5 

2 6 1 l 4 1 2 l l 4 1 1 17 5. 3

2 7 3 4 2 1 1 l 2 14 7.5 

2 8 1 3 5 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 26 3.8 

計 8 26 24 5 49 33 8 13 16 25 23 9 26 10 10 20 305 7.0 
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